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◆ゆずってほしい

◆ゆずりたい ※有料希望は受け付けません

不用品登録状況（７月12日現在)

●お母さん・お子さん向け
　ランドセル（ピンク）
●家具・インテリア・電化製品・楽器
　学習机、応接セット、ダブルベットマット
　洋服ダンス、サイドボード、和ダンス
●その他
　硬式テニスラケット

●お母さん・お子さん向け
　チャイルドシート、ベビーカー、室内すべり台
　ベビーベッド、ベビー用品一式、布生地
　子ども用マウンテンバイク、子ども服
●家具・インテリア・電化製品・楽器
　マッサージチェア、ロックミシン
　掃除機、洗濯機、冷蔵庫、ホームベーカリー
　カセットレコーダー、電子ピアノ
　ＤＶＤデッキ・プレーヤー、ＣＤラジカセ
●その他
　宇短大附属高女子用制服一式（L～LL）
　着物一式、スクーター、大八車・荷車
　竹製苗運びかご、組紐の組台、リヤカー
　米びつ（木製）、マブシ織り具

○品物は消費生活センターには置いてありませ
　ん。センターに連絡をいただいた後は、相手
　方を紹介し、個人間のやり取りとなります。
○お互いの話し合いにより、原則として無料で
　受け渡しをお願いします。有料希望は受け付
　けません。
○トラブルを防ぐため、内容変更や結果(成立・
　不成立など)をセンターにご連絡ください。
○連絡がない場合は、登録日から６か月で登録
　抹消いたします。

不用品受け渡しに関する注意事項

■問い合わせ 
　大田原市消費生活センター
　（住吉町１-９-３７）　   （２３）６２３６
　《受付時間》
　平日　午前９時～正午、午後１時～４時
　※８月６・20 日（金）は午後６時まで延長。
　　７日（土）は午前９時～正午、午後１時～４時に
　　相談を受け付けます。
　《臨時休館日》
　８月 13 日（金）、16 日（月）

未公開株購入のトラブル
　未公開株とは、証券取引所等に上場していない株のことをいい
ます。
　｢上場間近」「必ず儲かる」「発行会社とのコネであなただけに特
別に販売する」などと称し未公開株の購入の勧誘をする販売会社
がありますが、発行会社に問い合わせると上場の予定はないと言
われたり、販売会社と連絡がとれなくなったりするというトラブ
ルが増えています。
　未公開株は実際に上場されなければ取引や換金する事は困難で
す。さらに最近では複数の業者が登場する手口なども増加してお
り、発行会社自身が共謀してだます場合や、そもそも会社自体が架
空という事もあり、確実に儲かると考えて借金等をして購入して
も、それに見合う価値があるとは言えない事がほとんどですので、
安易に取引しないように注意しましょう。

○例えばこんな例があります
　　A社から電話があり、「X社の株を持っていないか、持ってい
　るなら高値で買い取る」と言われたが、持っていなかったので断
　った。その後 B 社から「限られた人しか購入できない X 社の未
　公開株を１株１００万円で買わないか」と勧誘の電話があった
　ので、A社に連絡すると「１株４００万円で買い取る」と言われ
　た。そこで借金をし、B 社から X 社の未公開株を購入した。A 社
　に買い取ってもらおうと電話したが連絡が取れず、借金だけが
　残ってしまった。

～トラブルを避けるために～
・自分だけが儲かるようなうまい話はないので、きっぱり断りま
　しょう。
・未公開株の販売をする事ができるのは発行会社や、登録を受け
　た証券会社に限られますので、登録を受けた証券会社かどうか
　金融庁 HPで確認しましょう。
・発行会社を名乗って勧誘している場合でも実際の発行会社には
　上場の予定がなかったり、譲渡制限の付いた株式しか発行して
　いなかったりすることもありますので、発行会社の確認も行い
　ましょう。
・過去に未公開株等を購入したことがある消費者には、個人情報
　が悪用され複数の業者からの勧誘や、公的機関を称する所から
　被害救済等といってさらに別の契約を迫られるなどの被害もあ
　るので、十分注意しましょう。
・少しでも不審な点がある場合には取引を見合わせ、家族や消費
　生活センターへ相談しましょう。
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